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【表4】製造業に係る本社（事務所、研究所及び研修所）を新設又は増設する場合（※3）
投下固定資産額 新規雇用者数 奨励金交付率 交付限度額

0.1億円以上 5人以上 投下固定資産額× 　5% 1億円
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　宮城県内に工場等を新設又は増設した企業に対し、「投下固定資産額」及び「新規雇用者数」に応じて奨励金を交
付します。

【表１】工場等（製造業に係る工場又は研究所に限る）を新設する場合
投下固定資産額 新規雇用者数 奨励金交付率 交付限度額

① 100億円以上 300人以上 投下固定資産額× 10％ ４0億円
② 50億円以上 100人以上 投下固定資産額× 10％ 20億円
③ 20億円以上 50人以上 投下固定資産額× 7％ 7億円
④ 1億円以上 20人以上 投下固定資産額× 5％ 5億円
⑤ 1億円以上 3人以上 投下固定資産額× 3％ 3億円

奨励金交付額算定基準

【表２】工場等（製造業に係る工場又は研究所に限る）を増設する場合（※1）
投下固定資産額 新規雇用者数 奨励金交付率 交付限度額

① 50億円以上 100人以上 投下固定資産額× 5% 5億円
② 20億円以上 50人以上 投下固定資産額× 3.5% 3億円
③ 1億円以上 20人以上 投下固定資産額× 2.5% 2億円
④ 1億円以上 3人以上 投下固定資産額× 1.5% 1億円
建物の拡張を伴い、その部分の延べ面積が3,000㎡未満の場合。※1

【表３】工場等（製造業に係る工場又は研究所に限る）を大規模増設する場合（※2）
投下固定資産額 新規雇用者数 奨励金交付率 交付限度額

① 100億円以上 300人以上 投下固定資産額× 10％ 20億円
② 50億円以上 100人以上 投下固定資産額× 10％ 10億円
③ 20億円以上 50人以上 投下固定資産額× 　7％ 　3.5億円
④ 1億円以上 20人以上 投下固定資産額× 　5％ 2.5億円
⑤ 1億円以上 3人以上 投下固定資産額× 　3％ 1.5億円

※2 建物の拡張を伴い、その部分の延べ面積が3,000㎡以上の場合。

※3 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受け、かつ表１、2、3が適用とならない場合に限ります。

●交付率加算制度について（表１～3のみ適用）
○本社機能加算（２％加算）…地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた製造業に係る本社（事務所、研究所及び研修

所）の整備を伴う場合（県内へ新たに整備する場合に限る）
○過疎地域加算（２％加算）…過疎地域（※4）に立地した場合

●活用にあたって
○奨励金制度の利用には、工場等の建設工事の着手30日前までの申請が必要ですので、お早めにご相談ください。（既存建物の取得又

は賃貸借をする場合には、売買契約締結日又は賃貸借契約締結日から30日以内かつ改修工事の着手前までに申請が必要です。）
○奨励金の交付対象となるためには、「投下固定資産額」と「新規雇用者数」の条件をともに満たす必要があります。
○｢投下固定資産額」とは、取得価格ではなく、新たに取得した固定資産（土地を除く）及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を指

します。また、建物や償却資産の賃借料の一部（１年目の賃借料の3分の1）を算定に含めることができます。
○「新規雇用者」とは、雇用期間の定めがなく、雇用保険の一般被保険者である者に限ります。（ただし短時間勤務の者を除く）
○上記、奨励金交付額算定基準は令和6年4月1日以降に申請した企業が対象となります。

※4 過疎地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和3年法律第19号）に基づく過疎の該当地域
石巻市（旧河北町、旧雄勝町、旧北上町、旧牡鹿町、旧桃生町の区域のみ）、気仙沼市、登米市（旧登米町、旧東和町、旧米山町、旧石越町、旧津山町
の区域のみ）、栗原市、東松島市（旧鳴瀬町の区域のみ）、大崎市（旧岩出山町、旧鳴子町、旧田尻町の区域のみ）、七ヶ宿町、川崎町、丸森町、山元町、
松島町、大郷町、加美町、涌谷町、美里町（旧南郷町の区域のみ）、南三陸町の16市町
※なお、令和6年4月以降、地域が変更となる場合があります。

スギ製菓 株式会社

東北エリアに新たな食の文化を創造します！

塩竈市
塩釜水産加工
団地

　スギ製菓東北工場は2017年10月に塩釜市の水産加工団地に
立地し、三陸産を中心としたたこ、かき、わかめなどの海産物を主
原料に使用した海鮮せんべい等の製造、販売を行っています。当
社は経営理念に「楽しさの創造」～全国の家庭に美味しさと楽し
さを提供し続ける会社を目指す～を掲げており、OEM事業や、観
光土産店、スーパー、SAを主な販売先とした卸売りと、自社店舗
では「美味しさと楽しさのテーマパーク」をコンセプトに海鮮せん
べいの販売や海鮮バーベキュー事業を展開しています。
　宮城県への立地を決めた最大の理由は、もともと使用していた
主原料は宮城県の沿岸部から仕入れをしていました。海の幸豊富
な三陸ブランドの原料調達拠点に近いことで、より新鮮で、安定
的に仕入れをすることが可能になったことや、BCPの一環として
代替工場としての機能、加えて、行政の手厚い優遇制度や、親切で
温かく強力なサポート体制が整えられている点も立地を決めた

理由の一つです。
　今後も「美味しさや楽しさ」にこだわったモノづくり、人づくり
を通して、東北エリアに海鮮せんべいという新たな食文化を作り
上げ、地域と共に成長し、地域に必要とされる事業活動を行って
いきます。

仙台小林製薬 株式会社

　仙台小林製薬は、小林製薬グループの主力工場のひとつで、東日
本最大の生産拠点です。1993年の設立以来、日用品分野、医薬品
分野を中心に、暮らしに「快」をお届けする多彩な製品を生産してい
ます。
　仙台小林製薬の最大の特徴は「技術力」です。多品種の製品を大
量生産する技術。製品の信頼性・安全性を高める技術。さらには生産
の効率化やコストダウンにつながる技術革新にたえずチャレンジして
います。
　宮城県には、交通網や生産関連インフラが充実している工業団地が
多数あります。当社が立地する「仙台北部中核工業団地」は東北の中
核都市である仙台市にも近く、多くの優秀な人材が集まりやすい環境
が魅力であり、当社においても、東北各地から優れた人材が集い、た
がいに切磋琢磨しています。 また「CO2を発生させない電力」の使用

など、環境に深く配慮しながらものづくりの進化に取り組んでいます。
　そして、2024年中には、アンメルツブランドを筆頭としたOTC医薬
品を世界各国に向けて製造・出荷するための重要拠点となる新工場が
竣工予定です。
　仙台・宮城の地から「
いな」の製品を日本全国に、そして
世界へ。これからも私たちは、たゆ
まぬ努力を続けてまいります。
　宮城県をはじめ、大和町及び周
辺地域の皆様には、常日頃からたく
さんのご支援をいただいており、大
変感謝しております。今後ともよろ
しくお願いいたします。

黒川郡大和町
第一仙台北部中核工業団地

▲弊社主力商品「アンメルツ」
国内品 海外品
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